
              

        
        
        
        

資料６－６ 

第１２回 制度設計ワーキンググループ 
事務局提出資料 

～新たな行政組織について～ 

平成２７年１月２２日（木） 



1 「新たな行政組織」の設立の必要性について 

平成28年目途 
（2016年目途） 

電気の小売の全面自由化 

 電力取引の適切な監視が必要。 

既存の電力会社と小売ビジネスへの新規参入者が公正に競争しているか。 

平成30～32年目途 
（2018～2020年目途） 

送配電ネットワークの公平な利用 

 送配電部門の中立性確保のための厳格な行為規制の実施が必要。 

「既存の電力会社から分離した送配電部門」が「自社グループ内の発電・
小売部門」を有利に扱っていないか。 

○ 「電気の小売の全面自由化」がスタートする平成28年までに、行政による市場の監視機能を
一層強化することが必要。 
 

○ このため、第１弾改正法附則の改革プログラムには、「電気事業の規制に関する事務をつか
さどる行政組織について、その在り方を見直し、平成27年を目途に、独立性及び高度の専門
性を有する新たな行政組織に移行させる」と規定されている。 



2 新組織の業務の具体的イメージについて 
１．電力取引の適切な監視 
（１）電力の卸・小売市場の健全性を害する行為の監視 

• 市場への影響力が大きい発電事業者が、自社グループ内の小売部門に対して不当に安価
で卸取引を行っていないか。 

• 小売電気事業者が、契約に当たり説明を十分に行うなど消費者保護策を講じているか。 

（２）電力の卸・小売市場の競争状態の監視 

• 発電事業者（旧一般電気事業者等）が十分な電力を卸電力取引所に拠出しているかどうか。 
• 小売市場における新電力のシェアは拡大しているか。 電気料金が抑制傾向にあるか。 

【例】 

【例】 

２．送配電部門の中立性確保のための厳格な行為規制の実施 
【例】 
• 特定の発電・小売電気事業者を、不当に有利又は不利に扱っていないか。 
• 託送料金の水準は適正か（自社グループ内の他部門のコストが料金に転嫁されていないか等）。 
• 送配電業務において得られた他の発電・小売電気事業者に関する情報を、自社グループ内の

発電・小売事業者の事業展開のために活用していないか。 
• 送配電事業者と自社グループ内の発電・小売事業者との資金融通が、通常の取引の条件を逸

脱する金利水準で行われていないか。 
• 送配電事業者の意志決定に関与する取締役等が、自社グループ内の発電・小売事業者の取締

役等と兼任していないか。 
• 送配電事業者が調整力確保にあたる際、必要スペック（電源の応動時間等）を示さないなど、不

透明、かつ、不公正な公募が行われていないか。 



3 全面自由化の中での卸・小売市場の監視について 

○これまで、一般電気事業者の自主的取組のモニタリングをはじめ、制度設計ＷＧにおいて市場の競争状態の
監視を行ってきたところ。小売市場の全面自由化（平成２８年４月目途実施）の中で、電力の卸・小売市場の
競争状態の監視を今後一層強化することが必要。 

○さらに、競争状態を監視するのみならず、電力の卸・小売市場の健全性を害する行為がないか等も厳しく監
視することが必要。 

○このような監視を実効あらしめるため、監視結果を踏まえ、必要に応じて、制度の改善の検討や業務改善命
令等の措置を実施する仕組みを設けてはどうか。 

全面自由化 
の中での 

卸・小売市場 
の監視 

①電力の卸・小売市場の 
競争状態の監視 

⃝全面自由化の中で、電力市場の競争状
態を定常的に監視 

⃝特に、影響力の大きな小売・発電事業者
を重点的に監視 

②電力の卸・小売市場の健全性を 
害する行為の監視 

⃝電力市場の健全性を害する行為がない
か定常的に監視 

⃝特に、影響力の大きな小売・発電事業者
を重点的に監視 

電力の卸・小売市場の活性化や競争の
進捗を踏まえつつ、必要に応じて制度の
改善を検討 

電力の卸・小売市場の健全性を害する
行為を行う事業者に対しては、業務改善
命令等の措置を実施 

※系統運用者による電源調達市場を始めとするネットワーク市場の監視については、別途検討。 

※上記のような監視については、平成２７年を目途に設立する「独立性及び高度の専門性を有する新たな行政組織」が実施
してはどうか。 
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4 卸電力市場の競争状態の監視について 

卸
電
力
市
場
の
競
争
状
態
の
監
視 

収集すべき情報（例） 

取引所取引の 
競争状態 

• 取引所における取引量は向上しているか？ 
– 電力取引の活性化・流動化の指標として監視。 

• 取引所における取引価格は一般的な発電コストの実勢に則した水
準になっているか？ 
– 成熟した市場においては、約定価格は市場全体の限界費用に近づくは
ずであり、価格水準を監視。 

① 各市場（スポット・時間 
前・先渡）における売買
入札量・約定量 

② 各市場における売買入
札価格・約定価格 

③ 発電限界費用 

①②卸電力
取引所 
③影響力が
大きい発電
事業者 

相対取引の 
競争状態 

• 相対での電力卸売取引の流動性は向上しているか？ 
– 経済合理性に即して発電事業者が電力の卸売取引を行っているか監視。 

• 電力卸相対契約における
契約電力量・契約先・期
間 

• 全発電事
業者 

調整取引の状況 

• インバランス量・料金は競争阻害／参入障壁となる水準にないか？ 
– 計画同時同量制度及び新たなインバランス算定式の導入により、インバ
ランス発生量は一定程度変化する可能性。インバランス精算単価が需
給調整に要している実コストと乖離していないかなど、卸電力市場の競
争環境への影響を監視。 

① 発電事業者別の発電イ
ンバランス発生量 

② 小売電気事業者別の需
要インバランス発生量 

③ 調整電源の発電限界費
用 

①②一般送
配電事業者 
③調整電源
の保有事業
者 

（旧）一般電気事業
者の自主的取組 

• 表明された内容に沿った自主的取組が行われているか？ 
– 2013年3月から行われている一般電気事業者による自主的取組は、引
き続き監視。 

（次頁参照） 

• 卸電力
取引所 

• 旧一般
電気事
業者 

情報 
取得先 

監視項目（例） 

○取引所取引のみならず、相対取引も含め、卸電力市場が活性化に向かっているかどうか監視する。このため、
卸電力取引所のみでなく、卸取引において影響力が大きい電気事業者等から幅広く情報を収集する。 

※影響力が大きい発電事業者：例えば、一定規模以上の発電容量を有する発電事業者 
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5 一般電気事業者の自主的取組について 

検証すべき論点（例） 収集すべき情報（例） 

電源供出量は十分か 
（予備率、数値目標との関係） 

• 入札実績、約定実績 
• 供給力、需要量の実績 

売買両建ての入札が積極的になされて
いるか 

• 両建てでの入札率 
• 売入札と買入札のスプレッド 

電源供出が限界費用ベースでなされて
いるか 

• 入札価格の実績 
• 限界費用 

短期相対融通の市場移行は進んでい
るか • 短期相対融通からの移行実績 

新電力の求めに応じ新規需要の一定
割合（現行は３割程度）が確保されるよ
う配慮されているか 

• 取組実績（契約件数、供給量） 

ベース電源代替となる価格体系となっ
ているか 

• 料金体系変更への取組状況 
  （負荷率別の変更前後の料金変動率） 

部分供給の指針に沿った適切な対応
がなされているか 

• 取組実績 
（供給パターン別契約件数） 

切り出しの実施・検討がなされているか • 検討状況、取組実績 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

監視項目 

取
引
所
取
引 

常時バックアップ 

スポット・ 
時間前市場 

先渡し市場 

部分供給 

（旧）卸電気事業者
（電発） 

電源の切り出し 

（旧）一般電気事業
者の自主的取組 

○2013年3月から行われている一般電気事業者による自主的取組については、引き続き監視を実施。 

※自主的取組が終了した後の監視項目については、別途検討が必要。 
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6 卸電力市場の健全性を害する行為の監視について 

卸
電
力
市
場
に
お
け
る
健
全
性
を
害
す
る
行
為
の
監
視 

取引所取引の 
健全性を害する 

ある行為 

相
対
取
引
の
健
全
性
を
害
す
る
行
為 

発電事業者 
による 

健全性を害する 
行為 

小売電気事業者 
による 

健全性を害する 
行為 

• 取引所において禁止行為は行われていないか？ 
– 卸電力取引所の業務規程で禁止されている行為が行われていないか監
視。 

• 価格操作等の不正な入札行動を行われていないか？ 
– 約定量・価格について一定程度以上影響力を及ぼしうる事業者について
は、その入札行動が市場の健全な発展を阻害していないか監視。 

• 影響力が大きい発電事業者が、自社グループ内の小売部門対し、
他の小売事業者と比較して不当に安価な電力卸取引を行っていな
いか？ 
– 発電市場において影響力が大きい事業者が、自社グループ内／他社間
で卸取引において不当な価格差別を行っていないか監視。 

• 影響力が大きい発電事業者が、特定の小売事業者に対し不当に高
値での卸電力取引を行っていないか？ 
– 同上 

• 影響力が大きい小売事業者が、発電事業者から不当に廉価での電
力取引や発電事業者の不当な囲い込みを行っていないか？ 
– 小売市場での影響力を背景に、取引価格を不当に引き下げたり、不当
な契約条件を設定していないか監視。 

① 卸電力取引所の禁止行
為への該当情報 

② 売買入札履歴・発電限
界費用等 

①卸電力取
引所 
②影響力が
大きい発電・
小売電気事
業者 

収集すべき情報（例） 
情報 
取得先 監視項目（例） 

電力卸相対契約における
契約電力量・契約先・価格・
期間等契約条件全般 

影響力が大
きい発電事
業者 

電力卸相対契約における
契約電力量・契約先・価格・
期間等契約条件全般 

影響力が大
きい小売電
気事業者 

○影響力が大きい事業者を中心に、卸電力市場の健全性を害する行為がないか監視する。 

※影響力が大きい発電事業者：例えば、一定規模以上の発電容量を有する発電事業者 

  影響力が大きい小売電気事業者：例えば、一定規模以上の販売電力量を有する小売電気事業者 
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7 小売市場の競争状態の監視について 

小
売
市
場
の
競
争
状
態
の
監
視 

収集すべき情報（例） 

小売市場の 
新規参入状況 

① 地域別・電圧別・用途別
の契約口数・販売電力
量 

② 特定小売供給約款に基
づく用途別の契約口
数・販売電力量 

 
※ 現在報告徴収の形で収集し

ている発受電月報（月次調
査）による情報も活用。 

小売市場の 
流動性 

• スイッチングによる小売電気事業者の選択は活発か？ 
– 需要家による小売電気事業者の選択が実際に行われているか、ス
イッチング件数の推移を監視。 

① 地域別・電圧別スイッチ
ング件数（元・先別）  

② スマートメーターの導入
状況 

①全小売電
気事業者 
 
②旧一般電
気事業者 

小売料金水準の 
自由化効果 

• 小売料金が実質的に抑制されているか？ 
– 競争の進展により、小売料金が最大限抑制されているか、多様な
料金メニューが選択されているか監視。（経過措置料金の事後評
価を含む。） 

• 最終保障・離島供給約款の適用状況 
– 需要家が最終保障サービスに過度に依存していないか、離島にお
ける料金水準が本土並みに担保されているか監視。 

① 料金メニュー 
② 料金メニュー別（又は地

域別・電圧別・用途別）
の料金収入 

③ 決算情報等（事後評価
関係） 

④ 料金メニュー別の契約
口数（最終保障約款） 

 
①全小売電
気事業者 
②影響力が
大きい小売電
気事業者 
③旧一般電
気事業者 
④一般送配
電事業者 
 

情報 
取得先 

監視項目（例） 

○小売市場における競争環境が進展しているか、需要家による小売電気事業者や小売料金メニューの選択肢
が実際に拡大しているか等を監視するとともに、競争の進展によって料金が実質的に抑制されているかなど
の効果を分析する。このため、全ての小売電気事業者から幅広く情報を収集する。 

• 小売市場への新規参入は進捗しているか？ 
– 多くの小売電気事業者の参入により競争環境が進展しているか、
小売電気事業者の登録状況を監視。 

• 小売電気事業者の販売電力量シェアは変化しているか？ 
– 各小売電気事業者の販売電力量等の推移を把握し、小売市場が
実質的な競争状態にあるか監視。 

• 小売電気事業者の参入に地域差はないか？ 
– 地域ごとに競争環境の進展に格差はないか監視。仮に、地域差
があった場合には、卸市場のモニタリングで収集した情報（卸相対
契約等）とも突き合わせ原因を分析。 

①広域機関 
 
②一般送配
電事業者 
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8 小売市場の健全性を害する行為の監視について 

小
売
市
場
の
健
全
性
・需
要
家
の
利
益
を
害
す
る
行
為
の
監
視 

小売市場の 
健全性を害する 
行為の監視 

小売市場における 
需要家保護のため 

の情報収集 

• 小売市場の健全性を害する行為が行われていないか、又
はその端緒がないか？ 
 
 
 
 
 
 
 

• 需要家保護のために行うべき措置が履行されているか？ 
– 小売電気事業者が、小売供給契約に係る料金その他供給条件に
関する説明、供給条件及び供給契約に係る書面交付の措置を適
切に実施しているか監視。 

– 小売電気事業者が苦情及び問合せに適切に対応しているか監視。 
• その他 

– 需要家保護の観点から、料金未収による小売供給契約の解除件
数の推移を監視。 

① 供給条件（個別の小売供
給契約及び標準契約）の
内容 

② 個別案件の精査により抽
出された不正行為の疑義
がある情報 

③ 他の小売電気事業者や
需要家から行政に寄せら
れる相談案件の精査によ
り抽出された不正行為の
疑義がある情報 

①②全小売
電気事業者
（①の個別契
約及び②は定
期的に監査・
立入検査を通
じて把握） 
 
③需要家等 

収集すべき情報（例） 情報 
取得先 

監視項目（例） 

① 供給条件の説明、書面交
付、需要家保護のための
体制整備の状況 

② 苦情及び問い合わせの
処理状況（類型別件数） 

③ 業務改善命令や登録取
消を受けた小売電気事
業者情報の需要家への
公開・周知状況 

④ 料金未収による契約解除
件数 

 
①②③④全
小売電気事
業者（①は定
期的に立入検
査を通じて把
握） 
 
①需要家（苦
情相談、アン
ケート等） 

○小売市場の健全性を害する行為や需要家の利益を害する行為を行っていないか監視する。全小売電気事業
者に対する定期的な監査・立入検査を通じて情報を収集するとともに、需要家等からの情報提供も活用する。 

＜小売市場の健全性を害する行為（一部）＞ 
• 需要家からの申出による契約の変更・解約を著しく制約する内容の契
約条項を定めること 

• 特定の競合相手を市場から退出させる目的で、競合相手と交渉して
いる需要家に対し、不当に安い価格を提示すること 

• 解約により一度供給元を他の競合相手とした需要家が、再び元の供
給元に戻した場合に料金を不当に高値に設定すること 
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9 送配電部門の中立性確保のための厳格な行為規制について 

送
配
電
部
門
の
中
立
性
確
保
の
た
め
の
厳
格
な
行
為
規
制
の 

履
行
状
況
の
監
視 

託送供給等の業務に関
して知り得た情報の目

的外利用の禁止 
• 送配電業務において得られた他の発電・小売電気事業者に関する情報を、自社グループ内の発電・小
売事業者の事業展開のために活用していないか？ 

• 特定の発電・小売電気事業者を、不当に有利又は不利に扱っていないか？ 

• 送配電事業者が調整力の確保にあたる際、必要スペック（電源の応動時間／出力変化速度等の要件、
これらごとに必要となる募集量、調整に参加する電源の最低容量、発電機に対する指令の方法など）を
示さないなど不透明、かつ、不公正な公募が行われていないか？ 

監視項目（例） 

○発電事業者や小売電気事業者が公平に送配電網を利用できるよう、送配電部門の中立性の一層の確保の
ための厳格な行為規制の実施が必要。 

○このため、送配電部門の中立性確保のため、情報管理、取締役等の兼任等に関する行為規制の遵守状況
等の適切性について監視をする。 

託送供給等の業務に関
する差別的取扱の禁止 

必要な調整力を確保す
るための調整電源の公

募の実施 

中立性を害する恐れの
ある取締役等の兼任及

び就任の禁止等 

発電・小売事業への利
益等の移転制限 

送配電事業を行ってい
ることにより発電・小売
事業に生じるメリット享

受の制限 

法的分離・行為規制を
遵守する体制の整備義

務 

• 送配電事業者の意思決定に関する取締役等が、兼任が禁止される自社グループ内の発電・小売事業
者の取締役等と兼任していないか？ 

• 送配電事業者と自社グループ内の発電・小売事業者との資金融通が、通常の取引の条件を逸脱する金
利水準で行われていないか？ 

• 送配電事業者が、独自の商標の設定を行わないで、発電・小売事業者と同一の商標のみを用いていな
いか。 

• 送配電事業を行う者であることを外形的に判断できない社名を使用していないか？ 
• 送配電事業者とグループ会社との共同での営業や広告宣伝を行うことでグループ会社の発電・小売事
業者が競争分野において有利になっていないか？ 

• 法律上、送配電事業者に義務づけられた体制整備（法令遵守計画の策定・実施、法令遵守担当者によ
る監視等）等が適切に遵守されているか？ 



10 （参考）新組織の権限のイメージについて 

① 自由化された市場における電力取引の適切な監視 

• 卸・小売電力市場における取引の監視（報告徴収・立入検査） 

• 事業者への業務改善勧告（説明義務・苦情処理義務違反 等） 

• 紛争処理 

• 小売料金（経過措置）の認可基準への適合性審査 

• 小売電気事業者に対するライセンス基準への適合性審査（苦情処理体

制が整備されているか等） 

• 行政処分実施の大臣への勧告 

• 市場監視ルール等の制定・改廃の原案作成 

③ 安定供給の確保の観点に特化した業務  

• 供給命令・使用制限令の発動 等                                

市場監視・行為規制を通じてマー

ケットや事業者に関する知見を有す

る新組織が実務を担当し、経済産業

大臣に意見具申 

⇒ 経済産業大臣が安定供給等の

観点を踏まえ、最終的に総合判断

を行い、権限を行使 

経済産業大臣が単独で権限を行使 

新組織が高度の専門性を活かし、単

独で権限を行使 

② 送配電部門の中立性確保のための厳格な行為規制 

• 託送料金の認可基準への適合性審査 

• 一般送配電事業者に対するライセンス基準の適合性審査 

• 行政処分実施の大臣への勧告 

• 行為規制基準・託送料金算定規則等のルールの制定・改廃の原案作成 
 

• 行為規制（情報の目的外利用・差別的取扱いの禁止、法的分離後のｸﾞ
ﾙｰﾌﾟ内の人事・取引規制等）の履行状況の監視（報告徴収・監査・立入
検査） 

• 事業者への業務改善勧告（差別的取扱い、人事・取引規制違反 等） 

• 紛争処理 

新組織が高度の専門性を活かし、単

独で権限を行使 



11 （参考）新組織の概要について 

特徴 
監視・規制の対象者である電気事業者から「独立」し、電気事業者と伍することができる「高
度の専門性（『規制の虜』とならないようにする）」を有する組織。 
 

 

 経済産業大臣直属の組織とする（資源エネルギー庁には設置しない）。 
 委員は、個々の職務遂行について誰からも指揮監督を受けないことを明確化するため、

「委員は独立してその職権を行使する」旨を条文として明記。 
 委員会の単独行使権限として、証券取引等監視委員会も有していない事業者に対する

業務改善勧告等を付与。 
 専属の事務局を設置。 

「電力市場監視委員会（仮称）」の設立 

独立性 

 委員及び事務局職員は、電気事業、法律・経済・金融・工学の知見を持った専門家から
構成（プロフェッショナル集団）。 

高度の専門性 

※ガスシステム及び熱供給システム改革の検討状況を踏まえ、ガス市場及び熱供給市場の監視権限も付与することを検討。 

「証券取引等監視委員会」を参考に、外部有識者５名を委員とする「電力市場監視委員会（仮称）」を設立
し、従来にない権限を有する最も強い８条委員会とする。 

• 委員には、電気事業のみならず、法律・経済・金融・工学の優れた識見を有し、常に変化する電
力市場の中で、最新の知見を持った人材を任命する必要がある。 

• このため、５名の委員を非常勤とすることで、非常勤でしか勤務できない者も含め幅広い層の中
から委員を任命する。 

• ただし、早急に委員会として判断を行う必要がある案件への対応や事務局へのガバナンスを確
保する観点から、委員のうち少なくとも常時２～３名が出勤する勤務形態とする。 

• 事務局職員として、外部の専門人材（弁護士、公認会計士等）を積極的に採用する。 

【委員】 

【事務局職員】 
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